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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物を１．０質量％以上含
む超臨界抽出法によるアロエベラ抽出物であって、以下の１）及び／又は２）の性質を有
する抽出物、
　１）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
　２）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
【請求項２】
　シクロラノスタン化合物が、９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び／又は２４
－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オールである請求項１に記載のアロエベ
ラ抽出物。
【請求項３】
　ロフェノール化合物が、４－メチルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチルエル
ゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールから選
択される１又は複数の化合物である請求項１又は２に記載のアロエベラ抽出物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のアロエベラ抽出物を含有する飲食品。
【請求項５】
　アロエベラ抽出物の含有量が０．０１質量％以上である請求項４に記載の飲食品。
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【請求項６】
　アロエベラの葉皮を含まない葉肉部分を凍結乾燥又は熱風乾燥し、水分を除去して粉末
アロエベラ葉肉を調製し、調製した粉末アロエベラ葉肉から、以下のａ）～ｅ）の条件に
基づいて超臨界抽出法によりアロエベラ抽出物を抽出するアロエベラ抽出物の製造方法、
　ａ）抽出溶媒が炭酸ガスであること、
　ｂ）抽出温度が５０～６９℃であること、
　ｃ）圧力が１５～６０ＭＰａであること、
　ｄ）エントレーナーを使用しないこと、
　ｅ）抽出時間が５０～７０分であること。
【請求項７】
　シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物を１．０質量％以上含
む超臨界抽出法によるアロエベラ抽出物を有効成分とする高血糖改善剤であって、アロエ
ベラ抽出物が、以下の１）及び／又は２）の性質を有する高血糖改善剤、
　１）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
　２）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
【請求項８】
　シクロラノスタン化合物が、９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び／又は２４
－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オールである請求項７に記載の高血糖改
善剤。
【請求項９】
　ロフェノール化合物が、４－メチルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチルエル
ゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールから選
択される１又は複数の化合物である請求項７又は８に記載の高血糖改善剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物の含有量が
１．０質量％以上であるアロエベラ抽出物、及び超臨界抽出法を用いた当該アロエベラ抽
出物の製造方法、並びにシクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物
の含有量が１．０質量％以上であるアロエベラ抽出物を有効成分とする高血糖改善剤に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　高血糖の悪化した状態ではさまざまな疾患が併発してくることが知られており、この状
態を糖尿病という。日本における前糖尿病状態、いわゆる境界域の人は、１６００万人を
超えるとも言われており、現在の生活習慣を考えると今後も増加の一途をたどると考えら
れている。これら高血糖状態から糖尿病の発症を予防する為には、長期的な血糖値のコン
トロールが必要である。
【０００３】
　高血糖状態とは、血糖値が正常領域以外にある状態であり、正常領域とは空腹時血糖値
１１０ｍｇ／ｄｌ以下で、７５ｇ糖負荷後の１時間での血糖値１６０ｍｇ／ｄｌ以下、お
よび２時間での血糖値１２０ｍｇ／ｄｌ以下と規定している状態である（非特許文献１）
。
【０００４】
　ヘモグロビンＡ１ｃは、グルコースとヘモグロビンの結合物であって、高血糖の程度に
応じて増加し、一度生成されたヘモグロビンＡ１ｃは、赤血球寿命（１２０日）が尽きる
まで消滅しないので、過去長期間の血糖コントロール状態の指標とされている（非特許文
献１）。
【０００５】
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　現在糖尿病の治療薬としては、α－グルコシダーゼ阻害剤、インシュリン分泌促進剤と
してスルホニルウレア薬や、インシュリン抵抗性改善薬としてチアゾリジン誘導体などが
用いられている。しかしその薬効は満足するものでなく、また急激に血糖が下がることに
より昏睡状態を引き起こすなど副作用の問題も多い。また、血糖値の上昇を抑制する効果
を有する天然由来成分を用いた薬剤としては、バナバに由来する成分を含む血糖値上昇抑
制剤（特許文献１）、麦類発酵物の濃縮エキスを有効成分とする血糖値上昇抑制剤（特許
文献２）等が開示されている。
【０００６】
　植物ステロールは、大きく分けて、４－デスメチルステロール、４－モノメチルステロ
ール、４，４－ジメチルステロールの３群に分類され、４－デスメチルステロールの中に
は、一般的に広く知られているコレステロール、カンペステロール、ブラシカステロール
、シトステロール、スチグマステロール、フコステロール等が、４－モノメチルステロー
ルには、ロフェノール、ホリオール等が、４，４－ジメチルステロールには、シクロアル
タノール、ルペオール等が、それぞれ知られている。
【０００７】
　これら植物ステロールの製造方法としては、菜種油および大豆油からメタノールを用い
て植物ステロールを回収する方法、粗植物ステロールを有機溶媒に浸漬させた後、有機溶
媒を分離してβ－シトステロール、スチグマステロール、カンペステロール、ブラシカス
テロールを分離する方法が開示されている（特許文献３）。
【０００８】
　前記４，４－ジメチルステロールの製造方法としては、シクロアルテノール、及び２４
－メチレンシクロアルタノール（２４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オ
ールの慣用名である）の製造法（特許文献４）が開示されており、また、γ－オリザノー
ルからのシクロアルテノールフェルレートの製造法及びこの加水分解物を出発物質とした
化合物の合成法が開示されている（特許文献５）。しかしながら、４－モノメチルステロ
ール、特に、ロフェノール骨格を持つ化合物についての製造方法は従来より知られていな
い。
【０００９】
　なお、植物ステロールを超臨界抽出法を用いて単離する技術としては、カロテン濃縮物
、ビタミンＥ濃縮物及びその他の微量成分濃縮物の一段階及び二段階超臨界流体抽出技術
が開示されている。例えば、天然油脂中に含まれる植物ステロール（カンペステロール、
スチグマステロール、β－シトステロール）の抽出法（特許文献６）や、超臨界抽出法を
用いたこんにゃく芋に含まれる植物ステロールの製造方法及びこれを含有する血中コレス
テロール低下剤、前立腺肥大症改善剤及び飲食品（特許文献７）等が開示されている。
【００１０】
　ユリ科アロエ属は、アロエベラ（Aloe barbadenisis Miller）やキダチアロエ（Aloe a
rborescen Miller var.natalensis Berger）等を含む多肉植物の一種であり、様々な効能
を有することが経験的に知られている。これらアロエ属植物の効果のうち、血糖値改善効
果に関する先行技術としては、米国での臨床試験（非特許文献２）、動物での血糖値降下
作用（非特許文献３、又は非特許文献４）、アロエ属植物中の多糖類の血糖値降下作用（
特許文献８）が開示されている。さらに、アロエベラ圧搾液及び該圧搾液を有効成分とす
る血糖値降下剤（特許文献９）が開示されている。
【００１１】
　また、血糖値改善効果を示すアロエ中の有効成分を抽出する技術として、以下のような
技術が開示されている。例えば、塩素による殺菌消毒及び９０度の過熱と濾過からなるア
ロエベラゲル原液の製造法（特許文献１０）、７５℃以下で全工程を行うことを特徴とす
るアロエベラゲル圧搾液の製造法（特許文献１１）、全生産工程の加熱を６０℃、３０分
に抑制し、圧搾と濾過工程後、活性炭、珪素土及び除菌フィルターを用いて処理した、ア
ロエベラ圧搾液（特許文献１２）、アロエ植物の葉からアロエジュースを調製し、これを
ｐＨ３～３．５に調整し、水溶性低級脂肪族極性溶媒を添加して活性化物質を析出させて
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不均一溶液を形成させ、水溶性低級脂肪族極性溶媒及び可溶化物を除去して析出した活性
化物質を単離することからなるアロエ製品の製造方法（特許文献１３）等が開示されてい
る。
【００１２】
　さらに、アロエベラを超遠心分離して得た上清のエタノール溶解部分を回収し、その画
分をブタノールで分配抽出し、免疫抑制改善効果を持つ抽出物を製造する技術（特許文献
１４）や、アロエ圧搾液又は溶媒抽出物の水溶液を酢酸エチル又はブタノールで分配抽出
し、肥満の予防改善剤を製造する技術（特許文献１５）が開示されている。
【００１３】
【特許文献１】特開２００３－９５９４１号公報
【特許文献２】特開２００２－３７１００３号公報
【特許文献３】特表２００２－５４２１６１号公報
【特許文献４】特開昭５７－０１８６１７号公報
【特許文献５】特開２００３－２７７２６９号公報
【特許文献６】特開２００５－８７９９８号公報
【特許文献７】特開２００３－１１３３９４号公報
【特許文献８】特開昭６０－２１４７４１号公報
【特許文献９】特開２００３－２８６１８５号公報
【特許文献１０】特開２００２－６８９９７号公報
【特許文献１１】特開２００２－２８４６６１号公報
【特許文献１２】特開２００２－２０５９５５号公報
【特許文献１３】特許２８３２５５１号公報
【特許文献１４】特開平８－２０８４９５号公報
【特許文献１５】特開２０００－３１９１９０号公報
【非特許文献１】日本臨床、通巻代８０８号、第２巻、第４０５～４０９ページ、２００
２年
【非特許文献２】フィトメデシン（Phytomedicine）、第３巻、第２４５～２４８ページ
、１９９６年
【非特許文献３】フィトセラピー　リサーチ（Phytotherapy Research）、第１５巻、第
１５７～１６１ページ、２００１年
【非特許文献４】フィトセラピー　リサーチ（Phytotherapy Research）、第７巻、第３
７～４２ページ、１９９３年
【発明の開示】
【００１４】
　アロエ等の植物を利用して機能性食品を開発するにあたっては、植物に含まれる水分量
を考慮して取り扱う必要がある。例えば、アロエベラゲル（アロエベラの葉肉部分）にお
いては、約９８％以上が水分であり、さらに固形部分の大部分が多糖類から構成されてい
ることから、物理的な問題で利用できる食品形態には大きな制限があった。さらに機能性
を保証するための摂取量を考える上で、アロエベラゲルの非有効成分の含有率を考慮しな
ければならないという問題が生じていた。
【００１５】
　前記特許文献８～１０にも記載されているように、従来よりアロエベラゲル中のアント
ラキノン類（アントラキノン系化合物）を除去したアロエベラゲルを含む食品の製造技術
は検討されてきているが、不要な成分を除去することに主眼が置かれ、それらの技術を考
慮しただけでは、目的の有効成分を効率よく抽出し、かつ不要な成分を含まない製造方法
を提供するという問題を解決するには至っていなかった。
【００１６】
　また、前記特許文献６又は７においては、超臨界抽出法による植物ステロールの抽出法
が開示されているものの、高血糖改善効果を有する植物ステロールを効率よく回収し、か
つアントラキノン類を含まない抽出物を得る方法及びこのような抽出物については一切記
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載も示唆もされていなかった。
【００１７】
　すなわち、食品に応用することを目的とした有機溶媒を使用しないアロエベラ抽出物の
製造技術であって、アロエベラ中の植物ステロールとアントラキノン類を簡便でかつ効率
よく分離する技術は従来より皆無であった。
【００１８】
　本発明者らは前記課題に鑑み、アロエベラについて機能性食品の素材として、活性が十
分発揮され、かつ食品に添加できるにふさわしい形態（組成物）を得ることを目的として
鋭意検討を重ねた。そして、アロエベラの圧搾液（又はこの乾燥粉末）を原料として用い
、超臨界抽出法によって精製を試みた結果、天然のアロエベラ中に含まれる植物ステロー
ルの混合比をほぼ反映した組成のシクロラノスタン化合物とロフェノール化合物を含む抽
出物であって、この抽出物がアントラキノン類を殆ど含まず、かつ顕著な高血糖改善効果
を有するという特性を見出し、本発明を完成した。
【００１９】
　本発明は、安全に摂取でき、生活習慣病予防食品用素材として使用することが可能であ
って、アントラキノン類の混入が極めて低い、食品に添加が可能な植物ステロール（シク
ロラノスタン化合物とロフェノール化合物を含む）を含有するアロエベラ抽出物、および
当該アロエベラ抽出物の製造方法を提供することを目的としている。
【００２０】
　本発明の他の目的は前記アロエベラ抽出物を有効成分とする高血糖改善剤を提供するこ
とである。
【００２１】
　前記課題を解決する本願第一の発明は、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合
物からなる混合物を１．０質量％以上含み、以下の１）及び／又は２）の性質を有する超
臨界抽出法によるアロエベラ抽出物である。
１）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
２）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
　以下、前記アロエベラ抽出物を、「本発明のアロエベラ抽出物」ともいう。
【００２２】
　なお、本願第一の発明は以下の３）及び／又は４）を好ましい態様としている。
３）シクロラノスタン化合物が、９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び／又は２
４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オールであること、
４）ロフェノール化合物が、４－メチルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチルエ
ルゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールから
選択される１又は複数の化合物であること。
【００２３】
　前記課題を解決する本願第二の発明は、本願第一の発明のアロエベラ抽出物を含有する
飲食品である。
　本発明の前記飲食品におけるアロエベラ抽出物の好ましい態様は、本願第一の発明と同
様である。また、前記飲食品におけるアロエベラ抽出物の好ましい含有量は、０．０１質
量％以上である。
【００２４】
　前記課題を解決する本願第三の発明は、アロエベラの葉皮を含まない葉肉部分を凍結乾
燥又は熱風乾燥し、水分を除去して粉末アロエベラ葉肉を調製し、調製した粉末アロエベ
ラ葉肉から、以下のａ）～ｅ）の条件に基づいて超臨界抽出法によりアロエベラ抽出物を
抽出するアロエベラ抽出物の製造方法である。
ａ）抽出溶媒が炭酸ガスであること、
ｂ）抽出温度が５０～６９℃であること、
ｃ）圧力が１５～６０ＭＰａであること、
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ｄ）エントレーナーを使用しないこと、
ｅ）抽出時間が５０～７０分であること。
【００２５】
　前記課題を解決する本願第四の発明は、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合
物からなる混合物を１．０質量％以上含む超臨界抽出法によるアロエベラ抽出物を有効成
分とする高血糖改善剤であって、アロエベラ抽出物は、以下の５）及び／又は６）の性質
を有している。
５）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
６）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
【００２６】
　なお、本願第四の発明は以下の７）及び／又は８）を好ましい態様としている。
７）シクロラノスタン化合物が、９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び／又は２
４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オールであること、
８）ロフェノール化合物が、４－メチルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチルエ
ルゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールから
選択される１又は複数の化合物であること。
【００２７】
　前記課題を解決する本願第五の発明は、高血糖改善剤の製造のための、シクロラノスタ
ン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物を１．０質量％以上含むアロエベラ抽出
物の使用であって、アロエベラ抽出物は、以下の９）及び／又は１０）の性質を有してい
る。
９）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
１０）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
【００２８】
　なお、本願第五の発明は以下の１１）及び／又は１２）を好ましい態様としている。
１１）シクロラノスタン化合物が、９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び／又は
２４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オールであること、
１２）ロフェノール化合物が、４－メチルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチル
エルゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールか
ら選択される１又は複数の化合物であること。
【００２９】
　前記課題を解決する本願第六の発明は、高血糖を改善するため、シクロラノスタン化合
物及びロフェノール化合物からなる混合物を１．０質量％以上含むアロエベラ抽出物を高
血糖を改善しようとする対象に投与することを特徴とする方法であって、アロエベラ抽出
物は、以下の１３）及び／又は１４）の性質を有している。
１３）シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物が以下の質量混合比であること、
　シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合物＝６．３：２．７～５．１：４．９
１４）アントラキノン系化合物の含有量が０．００１質量％以下であること。
【００３０】
　本発明のアロエベラ抽出物は、安全で、顕著な高血糖改善効果を有し、機能性食品、特
に特定保健用食品の素材として利用可能である。また、アントラキノン類（アントラキノ
ン系化合物）の含有量が低いため、食品として摂取が可能である。また、本発明のアロエ
ベラ抽出物は、有機溶媒等の食品の添加物としてふさわしくない物質が全く含まれないこ
とから、あらゆる食品に応用が可能である。
【００３１】
　さらに、本発明によって提供される製造方法によって、アロエベラを利用した機能性食
品の開発に適した素材を提供することが可能となり、アロエベラの食品への利用が促進さ
れる。
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【００３２】
　次に、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の好
ましい実施形態に限定されず、本発明の範囲内で自由に変更することができるものである
。尚、本明細書において百分率は特に断りのない限り質量による表示である。
【００３３】
　本発明のアロエベラ抽出物は、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からな
る混合物の含有量が１．０質量％以上、好ましくは１．２質量％以上、さらに好ましくは
２．０質量％以上である。
【００３４】
　シクロラノスタン化合物は、以下の一般式（１）で示される化合物（シクロラノスタン
骨格を有する化合物）である。
【００３５】
【化１】

【００３６】
　一般式（１）において、Ｒ１は炭素原子数６～８の直鎖状または分枝鎖状のアルキル基
、２重結合を１つまたは２つ含むアルケニル基、もしくはこれらのアルキル基およびアル
ケニル基の水素原子の１つまたは２つがヒドロキシル基および／またはカルボニル基で置
換された置換アルキル基または置換アルケニル基であり、Ｒ２、Ｒ３は各々独立に水素原
子又はメチル基であり、Ｒ４は環を構成する炭素原子とともにＣ＝Ｏを形成するか、又は
、下記式のいずれかである。
【００３７】
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【００３８】
　前記一般式（１）において、Ｒ１は、下記式で表される基のいずれかであることが好ま
しい。
【００３９】

【化３】

【００４０】
　また、ロフェノール化合物は、以下の一般式（２）で示される化合物（ロフェノール骨
格を有する化合物）で表される化合物である。
【００４１】



(9) JP 4095115 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

【化４】

【００４２】
　一般式（２）中、Ｒ１は炭素原子数５～１６の直鎖状または分枝鎖状のアルキル基、若
しくは２重結合を１つ又は２つ含むアルケニル基である。尚、これらのアルキル基又はア
ルケニル基は、少なくとも１つの水素原子がヒドロキシル基及び／又はカルボニル基で置
換された、置換アルキル基または置換アルケニル基であってもよい。Ｒ２、Ｒ３は各々独
立に水素原子、炭素原子数１～３のアルキル基、又は置換アルキル基であり、Ｒ４は環を
構成する炭素原子とともにＣ＝Ｏを形成するかまたは、－ＯＨ、－ＯＣＯＣＨ3のいずれ
かである。尚、前記炭素原子数１～３のアルキル基としては、メチル基、エチル基等が好
ましく、メチル基が特に好ましい。
【００４３】
　前記一般式（２）において、Ｒ１は、下記式で表される基のいずれかであることが好ま
しい。
【００４４】

【化５】

【００４５】
　また、本発明のアロエベラ抽出物に含まれる植物ステロール中のシクロラノスタン化合
物及びロフェノール化合物の質量混合比は、シクロラノスタン化合物：ロフェノール化合
物＝６．３：２．７～５．１：４．９の範囲であることが好ましく、シクロラノスタン化
合物：ロフェノール化合物＝６．３：３．７～５．５：４．５の範囲であることがさらに
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好ましい。
【００４６】
　さらに、シクロラノスタン化合物としては、９，１９－シクロラノスタン－３－オール
（下記式（３））、及び／又は２４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－３－オー
ル（下記式（４））が好ましく、ロフェノール化合物としては、４－メチルコレスト－７
－エン－３－オール（下記式（５））、４－メチルエルゴスト－７－エン－３－オール（
下記式（６））、４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オール（下記式（７））から
選択される１又は複数の化合物であることがそれぞれ好ましい。
【００４７】
【化６】

【００４８】
【化７】

【００４９】
【化８】

【００５０】
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【化９】

【００５１】
【化１０】

【００５２】
　また、本発明のアロエベラ抽出物は、アロエニン、バルバロイン、アロエエモジン等の
アントラキノン系化合物（本発明において、「アントラキノン類」と記載することがある
。）を、実用上問題のない範囲で含んでいてもよいが、これらの化合物は緩下作用を持つ
ため、その含有量は少ないことが好ましい。
　中でも、本発明のアロエベラ抽出物中に、アロエニン、バルバロインは、０．００１質
量％以下であることが好ましく、０．０００３質量％以下であることが更に好ましく、若
しくは全く含有しないことが特に好ましい。また、アロエエモジンは０．００１質量％以
下であることが好ましく、０．０００３質量％以下であることがさらに好ましく、０．０
００２８質量％以下であることが最も好ましい。
【００５３】
　本発明のアロエベラ抽出物は、ユリ科アロエ属に属する、アロエベラ（Aloe barbadeni
sis Miller）を出発物質として、下記の方法により製造することができる。尚、本発明の
方法と同様にして、キダチアロエ（Aloe arborescen Miller var.natalensis Berger）等
の多肉植物を出発物質として、キダチアロエ抽出物等を得ることにより、本発明のアロエ
ベラ抽出物と同等の抽出物を製造することも可能である。
【００５４】
　例えば、アロエベラの葉を横にスライスすると、厚いクチクラに覆われた表皮の外壁が
現れる。表皮の下方には、緑色組織細胞と、柔組織として知られる細胞壁の薄い細胞とに
分化した葉肉がある。柔組織細胞は透明な粘液のようなゼリーを溜めている。内部維管束
鞘細胞を持つ維管束は緩下薬の性質を持つ黄色い液汁を含み、２つの大きな細胞の間に挟
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まれている。アロエベラは２種類の主要な液源、黄色ラテックス（浸出液）および透明ゲ
ル（粘液）を有する。該植物の柔組織細胞からの透明ゲル（粘液）は特にアロエベラゲル
と呼ばれている。このように、大きく分けて、アロエベラの葉には３つの異なる部分があ
る：すなわち、１）黄色液汁、主としてアントラキノン類（アントラキノン系化合物）；
２）内部ゲルマトリックスまたは「葉肉」；および３）外皮、先端、基部および棘からな
る「皮（葉皮）」である。
【００５５】
　本発明のアロエベラ抽出物は、超臨界抽出法によって製造することが好ましい。具体的
には、アロエベラの葉皮を含まない葉肉（透明ゲル）部分を凍結乾燥又は熱風乾燥して粉
末アロエベラ葉肉を調製し、調製した粉末アロエベラ葉肉から、以下の（ａ）～（ｅ）の
条件に基づいて、超臨界抽出法によって製造する。
（ａ）抽出溶媒が炭酸ガスであること、
（ｂ）抽出温度が５０～６９℃であること、
（ｃ）圧力が１５～６０Ｍｐａであること、
（ｄ）エントレーナーを使用しないこと、
（ｅ）抽出時間が５０～７０分であること。
【００５６】
　なお、前記抽出溶媒としては、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物の抽出
効率を改善する観点からは、超臨界プロパン、超臨界エチレン、超臨界１，１，１，２－
テトラフルオロエタンなどを使用することも可能であるが、飲食品としての安全性を向上
させる観点からは、炭酸ガスを使用することがこのましい。また、抽出温度としては、２
８℃～１２０℃の温度範囲で適宜選択することも可能であるが、シクロラノスタン化合物
及びロフェノール化合物の抽出効率を改善し、かつアントラキノン系化合物（例えば、ア
ロエエモジン）の含有量を少なくするためには、５０～６９℃の範囲が好ましく、５０～
５９℃の範囲がさらに好ましい。また、圧力としては、５．５～６０ＭＰａの範囲で適宜
選択することも可能であるが、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物の抽出効
率を改善し、かつアントラキノン系化合物の含有量を少なくするためには、１５～６０Ｍ
Ｐａの範囲が好ましく、１５～２４ＭＰａの範囲がさらに好ましい。また、本発明におい
ては、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物の抽出効率を改善する観点からは
、エタノール等をエントレーナーを使用することも可能であるが、アントラキノン系化合
物の含有量を少なくする観点からは、エントレーナーを使用しないことが好ましい。
【００５７】
　本発明のアロエベラ抽出物は、ヘモグロビンＡ１ｃの値を低下させる作用を有し、その
結果、長期間血糖値をコントロールすることができる。したがって、本発明のアロエベラ
抽出物は、高血糖改善剤の有効成分として使用することができる。
　本発明の高血糖改善剤のシクロラノスタン化合物、ロフェノール化合物、アントラキノ
ン系化合物の含有量は、本発明のアロエベラ抽出物と同様である。
【００５８】
　また、本発明のアロエベラ抽出物は、高血糖改善のための医薬又は飲食品（飲料又は食
品）の有効成分として使用することができる。
【００５９】
　本発明のアロエベラ抽出物を含む高血糖改善のための医薬（以下、「本発明の医薬」と
もいう）は、本発明のアロエベラ抽出物等をそのまま、若しくはこれらを製剤学的に許容
される製剤担体と組み合わせて製造することができ、経口的、又は非経口的にヒトを含む
哺乳動物に投与することができる。尚、本発明の医薬において、アロエベラ抽出物中のシ
クロラノスタン化合物及び／又はロフェノール化合物は医薬に許容される塩にすることも
できる。医薬に許容可能な塩として、金属塩（無機塩）と有機塩との両方が含まれ、それ
らのリストは「レミントン・ファーマシューティカル・サイエンシーズ（Remington's Ph
armaceutical Sciences）、第１７版、第１４１８ページ、１９８５年」に掲載されてい
るものが例示される。具体的には塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩、二リン酸塩および臭化水素
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酸塩などの無機酸塩や、リンゴ酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、酒石酸塩、コハク酸塩
、クエン酸塩、酢酸塩、乳酸塩、メタンスルホン酸塩、ｐ－トルエンスルホン酸塩、パモ
酸塩、サリチル酸塩及びステアリン酸塩などの有機酸塩が非限定的に含まれる。また、ナ
トリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム等の金属の塩、リジン等
のアミノ酸との塩とすることもできる。また、アロエベラ抽出物中のシクロラノスタン化
合物及び／又はロフェノール化合物もしくはその医薬上許容される塩の水和物等の溶媒和
物を含む医薬も本発明に含まれる。
【００６０】
　本発明の医薬の製剤形態は特に限定されず、治療目的に応じて適宜選択でき、具体的に
は、錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、坐剤、
注射剤、軟膏剤、貼付剤、点眼剤、点鼻剤等を例示できる。製剤化にあたっては製剤担体
として通常の高血糖改善用医薬に汎用される賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、安定剤、
矯味矯臭剤、希釈剤、界面活性剤、注射剤用溶剤等の添加剤を使用できる。また、本発明
の効果を損わない限り、本発明のアロエベラ抽出物と、他の高血糖改善作用を有する医薬
とを併用してもよい。
【００６１】
　本発明の医薬中に含まれる本発明のアロエベラ抽出物等の量は、特に限定されず適宜選
択すればよいが、例えば、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合
物の量として、製剤中に０．００１～１０質量％、好ましくは０．０１～１質量％とする
のがよい。
【００６２】
　本発明の医薬は、高血糖状態により引き起こされる疾患、例えば糖尿病及び前糖尿病（
糖尿病として疑われる状態）の治療又は予防に有用である。特に、高血糖状態から糖尿病
の発症を予防するために用いることもできる。さらに、本発明の医薬は、高血糖状態に起
因する種々の疾病・合併症等の治療又は予防、並びにこれら疾病・合併症等のリスクを低
減することが可能である。かかる高血糖状態に起因する種々の疾病・合併症としては、糖
尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽、糖尿病に起因する脳卒
中、糖尿病に起因する心筋梗塞等を例示することができる。
【００６３】
　ここで、高血糖状態とは、血糖値が正常領域以外にある状態であり、正常領域とは、一
般的には空腹時血糖値１１０ｍｇ／ｄｌ以下で、７５ｇ糖負荷後の１時間での血糖値１６
０ｍｇ／ｄｌ以下および２時間での血糖値１２０ｍｇ／ｄｌ以下と規定している状態であ
る（日本臨床、通巻第８０６号、第１巻、第２８～３５ページ、２００２年）。また、本
発明の医薬は、ヘモグロビンＡ１ｃの値が健常人値より高い状態、例えば、ヘモグロビン
Ａ１ｃの値が５．８％以上である患者に対する治療に好適に用いられる。
【００６４】
　本発明の医薬の投与時期は特に限定されず、対象となる疾患の治療方法に従って、適宜
投与時期を選択することが可能である。また、投与形態は製剤形態、患者の年齢、性別、
その他の条件、患者の症状の程度等に応じて決定されることが好ましい。本発明の医薬の
有効成分の投与量は、用法、患者の年齢、性別、疾患の程度、その他の条件等により適宜
選択される。通常シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物の量が
、好ましくは０．００１～５０ｍｇ／ｋｇ／日、より好ましくは、０．０１～１ｍｇ／ｋ
ｇ／日の範囲となる量を目安とするのが良い。また、本発明のアロエベラ抽出物の乾燥質
量としては、好ましくは０．１～１０００ｍｇ／ｋｇ／日、より好ましくは、１～１００
ｍｇ／ｋｇ／日の範囲となる量を目安とするのが良い。本発明の医薬は、１日１回又は複
数回に分けて投与することができる。
【００６５】
　本発明のアロエベラ抽出物等は、飲食品に含有させることもできる。飲食品としては、
前記有効成分の効果を損なわない限り特に制限されない。また、本発明の飲食品における
アロエベラ抽出物の含有量は、前記有効成分の効果が得られる限り特に制限されないが、
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０．０１～５０質量％が好ましく、０．０１～２０質量％が特に好ましい。また、本発明
の飲食品は、前記有効成分を含有させること以外は、通常飲食品に用いられる原料を用い
て通常の方法によって製造することができる。
【００６６】
　本発明の飲食品における用途としては、高血糖改善の効果を利用するような種々の用途
をとることが可能である。例えば、血糖値が気になり始めた方に適した飲食品、糖尿病等
の生活習慣病の危険要因の低減・除去に役立つ飲食品等の用途を例示することができる。
【００６７】
　尚、本発明の飲食品において、「高血糖改善」とは、高血糖に起因して導かれる種々の
健康への害を改善又は予防する事を意味しており、他の作用効果としては、「高血糖予防
」、「血糖値上昇抑制」、「血糖値上昇改善」、「血糖値上昇予防」等も、前記「高血糖
改善」と同様の意味として、本発明において例示することができる。
【００６８】
　また、本発明の飲食品は、高血糖状態により引き起こされる疾患、例えば糖尿病及び前
糖尿病（糖尿病として疑われる状態）の治療又は予防に有用である。特に、高血糖状態か
ら糖尿病の発症を予防するために用いることもできる。さらに、本発明の飲食品は、高血
糖に起因する種々の疾病・合併症等の治療又は予防、並びにこれら疾病・合併症等のリス
クを低減することが可能である。
【００６９】
　かかる高血糖に起因する種々の疾病・合併症としては、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症
、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽、糖尿病に起因する脳卒中、糖尿病に起因する心筋梗
塞等を例示することができる。
【００７０】
　本発明の飲食品は、高血糖を改善するため、との用途が表示された飲食品、例えば「高
血糖改善用と表示された、高血糖改善効果を有する化合物を含有する飲食品」、あるいは
「高血糖改善用と表示された、植物抽出物を含有する飲食品」、等として販売することが
好ましい。尚、本発明のアロエベラ抽出物は、高血糖改善作用を有することから、高血糖
改善の表示には、血糖上昇を抑制する意味も有すると考えられる。したがって、本発明の
飲食品には、「血糖上昇抑制用」と表示することができる。すなわち、前記高血糖改善用
の表示とは、このような「血糖上昇抑制用」の表示であってもよい。
【００７１】
　なお、以上のような表示を行うために使用する文言は、「高血糖改善用」、又は「血糖
上昇抑制用」という文言のみに限られるわけではなく、それ以外の文言であっても、高血
糖を改善、又は血糖値の上昇を抑制する効果を表す文言であれば、本発明の範囲に包含さ
れることはいうまでもない。そのような文言としては、例えば、需要者に対して、高血糖
改善又は血糖値上昇抑制の効果を認識させるような種々の用途に基づく表示も可能である
。例えば、「血糖値が気になり始めた方に適した」、「糖尿病等の生活習慣病の危険要因
（リスク）の低減・除去に役立つ」等の表示を例示することができる。
【００７２】
　前記「表示」とは、需要者に対して上記用途を知らしめるための全ての行為を意味し、
上記用途を想起・類推させうるような表示であれば、表示の目的、表示の内容、表示する
対象物・媒体等の如何に拘わらず、すべて本発明の「表示」に該当する。しかしながら、
需要者が上記用途を直接的に認識できるような表現により表示することが好ましい。具体
的には、本発明の飲食品に係る商品又は商品の包装に上記用途を記載する行為、商品又は
商品の包装に上記用途を記載したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために
展示し、輸入する行為、商品に関する広告、価格表若しくは取引書類に上記用途を記載し
て展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に上記用途を記載して電磁気的
（インターネット等）方法により提供する行為等が例示できる。
【００７３】
　一方、表示としては、行政等によって認可された表示（例えば、行政が定める各種制度
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に基づいて認可を受け、そのような認可に基づいた態様で行う表示）であることが好まし
く、特に包装、容器、カタログ、パンフレット、ＰＯＰ等の販売現場における宣伝材、そ
の他の書類等への表示が好ましい。
【００７４】
　また、例えば、健康食品、機能性食品、経腸栄養食品、特別用途食品、栄養機能食品、
医薬用部外品等としての表示を例示することができ、その他厚生労働省によって認可され
る表示、例えば、特定保健用食品、これに類似する制度にて認可される表示を例示できる
。後者の例としては、特定保健用食品としての表示、条件付き特定保健用食品としての表
示、身体の構造や機能に影響を与える旨の表示、疾病リスク低減表示等を例示することが
でき、詳細にいえば、健康増進法施行規則（平成１５年４月３０日日本国厚生労働省令第
８６号）に定められた特定保健用食品としての表示（特に保健の用途の表示）、及びこれ
に類する表示が、典型的な例として列挙することが可能である。
【００７５】
　次に試験例を示して本発明を詳細に説明する。
［試験例１］
　本試験は、異なる方法により抽出したアロエベラ抽出物の組成について検討するために
行った。
（１）試料の調製
ａ）超臨界抽出法によるアロエベラ抽出物の調製
　アロエベラ６０ｋｇについて、葉皮を剥き取って葉肉部分を回収し、回収した葉肉部分
を凍結乾燥してアロエベラ葉肉粉末３００ｇを調製した。次いで、調製したアロエベラ葉
肉粉末２０ｇを用いて超臨界抽出法により抽出を行った。超臨界抽出は、日本分光社製CO

2 delivery pump（SCF-GET）、PU-2080 pump（PU-2080 plus）、Back Pressure Regulato
r（SCF-BPG）、及び東洋高圧社製ブランジを用い、抽出溶媒として炭酸ガスを使用して、
表１に記載の超臨界抽出条件１～８に基づいて抽出を行い、超臨界抽出条件１～８で得ら
れたアロエベラ抽出物を抽出物１～８とした。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
ｂ）有機溶媒抽出法によるアロエベラ抽出物の調製
　アロエベラゲル１００ｇにクロロホルムとメタノールの同量混合液を２Ｌ添加し、室温
で攪拌しながら２時間抽出した。濾紙を用いて濾過を行い不溶性画分を除去して抽出液を
得た後、溶媒（クロロホルム、メタノール）をエバポレーターで除去して、アロエベラ抽
出物（抽出物９）を調製した。
【００７８】
（２）試験方法
　抽出物１～９について、ＬＣ－ＭＳ（島津製作所社製）を使用し、内部標準物質として
ブラシカステロール（和光純薬工業社製）を用いて、シクロラノスタン化合物である９，
１９－シクロラノスタン－３－オール、２４－メチレン－９，１９－シクロラノスタン－
３－オール、及び、ロフェノール化合物である４－メチルコレスト－７－エン－３－オー
ル、４－メチルエルゴスト－７－エン－３－オール、４－メチルスチグマスト－７－エン
－３－オール、並びにアントラキノン類（アントラキノン系化合物）であるアロエエモジ
ンの含有量を測定した。
【００７９】
（３）試験結果
　本試験の結果は、表２に示すとおりである。表２において、各記号はそれぞれ下記の化
合物を示している。
Ｓ：アロエベラ抽出物総抽出量（ｍｇ）、Ａ：シクロラノスタン化合物（２種混合）、Ａ
－１：９，１９－シクロラノスタン－３－オール、Ａ－２：２４－メチレン－９，１９－
シクロラノスタン－３－オール、Ｂ：ロフェノール化合物（３種混合）、Ｂ－１：４－メ
チルコレスト－７－エン－３－オール、Ｂ－２：４－メチルエルゴスト－７－エン－３－
オール、Ｂ－３：４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オール、Ｅ：アロエエモジン
【００８０】
　アロエベラ抽出物総抽出量は、有機溶媒抽出法によって調製した場合は、超臨界抽出法
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によって調製した場合に比して大きかった。一方、アロエベラ抽出物に対するシクロラノ
スタン化合物及びロフェノール化合物の混合物の含有率は、総じて超臨界抽出法によって
調製したアロエベラ抽出物が有機溶媒抽出法によって調製したアロエベラ抽出物に比して
１０倍以上高いことが判明した。
【００８１】
　また、食品への添加には好ましくないとされるアントラキノン類の含有量を調べた結果
、各抽出物とも、アロエニンやバルバロインは検出されなかったが、アロエエモジンはわ
ずかながら検出され、抽出法や抽出条件によってアロエベラ抽出物に残存する量は異なる
ことが明らかとなった。なかでも、特に超臨界抽出法における抽出条件１（抽出温度５０
℃、抽出圧力１５ＭＰａ、抽出時間６０分の条件で、エントレーナーを使用しないで実施
）によれば、最もアロエエモジンを効率よく除去できることが判明した。
【００８２】
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【表２】

【００８３】



(19) JP 4095115 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

［試験例２］
　本試験は、本発明のアロエベラ抽出物の高血糖改善効果を検討するために行った。
（１）試料の調製
　前記試験例１の超臨界抽出法の超臨界抽出条件１と同様の条件で調製したアロエベラ抽
出物を、該抽出物の濃度が７７μｇ／ｍｌ（シクロラノスタン化合物及びロフェノール化
合物からなる混合物の濃度に換算して１μｇ／ｍｌ）になるようにＤＭＳＯ水溶液にて調
整して試験試料とした。なお、この時の最終ＤＭＳＯ濃度は０．２％となるように生理食
塩水にて調整した。また、アロエベラの葉皮を剥き取った後、葉肉部分を回収し、回収し
た葉肉部分をジューサーミキサーで破砕し、繊維状の沈殿物を除去したアロエベラ圧搾液
を対照試料とした。なお、０．２％ＤＭＳＯ水溶液を陰性試料とした。
【００８４】
（２）試験方法
　ＩＩ型糖尿病モデルマウスとして、６週齢、雄性ｄｂ／ｄｂマウス（日本クレア社より
購入）を使用し、当該マウスを１群７匹に群分けした。各群に、試験試料、対照試料、及
び陰性試料を、１日１回ゾンデを用いて１ｍｌずつ、３４日間連日経口投与した。投与開
始から３５日目にヘモグロビンＡ１ｃをＤＣＡ２０００（バイエル三共社製）にて測定し
た。
【００８５】
（３）試験結果
　本試験の結果は表３に示すとおりである。その結果、試験試料を投与したマウスでは、
陰性試料投与群に比して、ヘモグロビンＡ１ｃ値が３０％以上低下し、高血糖を改善する
活性を有することが明らかとなった。ここで、試験試料と同量の固形分を含有するアロエ
ベラ圧搾液では、ヘモグロビンＡ１ｃ値の低下が全く観察されないことから、血糖値降下
効果（高血糖改善効果）を指標とした場合、本発明のアロエベラ抽出物（超臨界抽出物）
は、その有効量から算出して、アロエベラ圧搾液に比して１３，０００倍の効果を有する
ことが明らかとなった。なお、試験試料を投与したマウスには病理学的な副作用は全く観
察されなかった。
【００８６】

【表３】

【００８７】
　次に実施例を示して本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定され
るものではない。
【実施例１】
【００８８】
　（アロエベラ抽出物の製造）
　アロエベラ６０ｋｇについて、葉皮を剥き取って葉肉（透明ゲル）部分を回収し、回収
した葉肉部分を凍結乾燥してアロエベラ葉肉粉末３００ｇを調製した。
【００８９】
　調製したアロエベラ葉肉粉末２０ｇを用いて超臨界抽出法により抽出を行った。超臨界
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抽出は、日本分光社製CO2 delivery pump（SCF-GET）、PU-2080 pump（PU-2080 plus）、
Back Pressure Regulator（SCF-BPG）、及び東洋高圧社製ブランジを用い、抽出溶媒とし
て炭酸ガス、抽出温度５０℃、抽出圧力１５ＭＰａ、抽出時間６０分の条件で、エントレ
ーナーを使用しないで実施した。その結果、アロエベラ抽出物を３３ｍｇ製造した。
【００９０】
　製造したアロエベラ抽出物についてＬＣ－ＭＳを使用して組成分析を行ったところ、シ
クロラノスタン化合物である９，１９－シクロラノスタン－３－オール及び２４－メチレ
ン－９，１９－シクロラノスタン－３－オール、また、ロフェノール化合物である４－メ
チルコレスト－７－エン－３－オール、４－メチルエルゴスト－７－エン－３－オール、
及び４－メチルスチグマスト－７－エン－３－オールがそれぞれ含まれていることが判明
し、アロエベラ抽出物に含まれる９，１９－シクロラノスタン－３－オール、２４－メチ
レン－９，１９－シクロラノスタン－３－オール、４－メチルコレスト－７－エン－３－
オール、４－メチルエルゴスト－７－エン－３－オール、及び４－メチルスチグマスト－
７－エン－３－オールの割合は、それぞれ０．４３７質量％、０．３２６質量％、０．１
８２質量％、０．１５８質量％、０．１６１質量％であることが判明した。
【００９１】
　なお、試験例２と同様の方法により、前記アロエベラ抽出物の高血糖改善効果を測定し
た結果、ヘモグロビンＡ１ｃ値を下げる効果が確認された。
【実施例２】
【００９２】
　次の組成からなる錠剤の高血糖改善効果を有する医薬を、以下の方法により製造した。
【００９３】
　実施例１で製造したアロエベラ抽出物（乾燥物）　　　　　　　４０．０（％）
　乳糖（森永乳業社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．５
　トウモロコシ澱粉（日清製粉社製）　　　　　　　　　　　　　３０．７
　ステアリン酸マグネシウム（太平化学産業社製）　　　　　　　　１．４
　カルボキシメチルセルロ－スカルシウム（五徳薬品社製）　　　　９．４
【００９４】
　アロエベラ抽出物（乾燥物）、乳糖、トウモロコシ澱粉及びカルボキシメチルセルロー
スカルシウムの混合物に、滅菌精製水を適宜添加しながら均一に混練し、５０℃で３時間
乾燥させ、得られた乾燥物にステアリン酸マグネシウムを添加して混合し、常法により打
錠し、シクロラノスタン化合物及びロフェノール化合物からなる混合物の量として、製剤
中に約０．５質量％含有する錠剤を得た。
【実施例３】
【００９５】
　ホエー蛋白酵素分解物（森永乳業社製）１０．８ｋｇ、デキストリン（昭和産業社製）
３６ｋｇ、及び少量の水溶性ビタミンとミネラルを水２００ｋｇに溶解し、水相をタンク
内に調製した。これとは別に、大豆サラダ油（太陽油脂社製）３ｋｇ、パーム油（太陽油
脂社製）８．５ｋｇ、サフラワー油（太陽油脂社製）２．５ｋｇ、レシチン（味の素社製
）０．２ｋｇ、脂肪酸モノグリセリド（花王社製）０．２ｋｇ、及び少量の脂溶性ビタミ
ンを混合溶解し、油相を調製した。タンク内の水相に油相を添加し、攪拌して混合した後
、７０℃に加温し、更にホモゲナイザーにより１４．７ＭＰａの圧力で均質化した。次い
で、９０℃で１０分間殺菌した後に、濃縮し、噴霧乾燥して、中間製品粉末約５９ｋｇを
調製した。この中間製品粉末５０ｋｇに、蔗糖（ホクレン社製）６．８ｋｇ、アミノ酸混
合粉末（味の素社製）１６７ｇ、及び実施例１で製造したアロエベラ抽出物（乾燥物）６
００ｇを添加し、均一に混合して、アロエベラ抽出物（乾燥物）を約０．０１質量％含有
する高血糖改善効果を有する経腸栄養食粉末約５７ｋｇを製造した。
【実施例４】
【００９６】
　実施例１で製造したアロエベラ抽出物を０．０５質量％となるように、リョートーポリ
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グリエステル（三菱化学フーズ株式会社製）水溶液（濃度：１０００ｐｐｍ）に溶解した
溶液１２０ｋｇを調製し、これに無水クエン酸（和光純薬工業社製）１６０ｇ、スクラロ
ース（三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製）６ｇ、人工甘味料としてサネット（登録商標
：ニュートリノヴァ社製）１ｇを混合して溶解した。さらに水７９．８２１ｋｇを添加し
、最後に香料（長谷川香料株式会社製）１２ｇを添加して調合液を調製した。当該調合液
をメッシュサイズ２０のフィルターにて濾過した後、９６±１℃で、３０秒間殺菌し、１
２５ｍｌカート缶容器に充填して、アロエベラ抽出物を０．０３質量％含有する高血糖改
善効果を有するアロエベラゲル飲料約９５０本を製造した。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明のアロエベラ抽出物は、安全で、顕著な高血糖改善効果を有し、機能性食品、特
に特定保健用食品の素材として利用可能であって、アントラキノン類（アントラキノン系
化合物）の化合物の含有量が低く食品として摂取が可能であり、あらゆる食品に応用が可
能である。さらに、本発明によって提供される製造方法によって、アロエベラを利用した
機能性食品の開発に適した素材を提供することが可能となり、アロエベラの食品への利用
が促進される。
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